
別表第 1 

業   種 年間平均県工事完成高 係 数 

土 木 一 式 工 事 1 千万円未満 

1 千万円以上 4 千 5 百万円未満  

4 千 5 百万円以上 8 千万円未満 

8 千万円以上 

２ 

３ 

４ 

６ 

建 築 一 式 工 事 1 千万円未満 

1 千万円以上 5 千 5 百万円未満 

5 千 5 百万円以上 1 億円未満 

1 億円以上 

２ 

３ 

４ 

６ 

舗 装 工 事 1 千万円未満 

1 千万円以上 2 千万円未満 

2 千万円以上 3 千万円未満 

3 千万円以上 

２ 

３ 

４ 

６ 

電 気 工 事 

管 工 事 

及び 

そ の 他 工 事 

1 千万円未満 

1 千万円以上 1 千 5 百万円未満 

1 千 5 百万円以上 2 千万円未満 

2 千万円以上 

２ 

３ 

４ 

６ 

 

別表第２ 

種別 点数（１人あたり） 

１級技術者 ５点 

１級技士補 ４点 

基幹技能者 ３点 

２級技術者 ２点 

 

  



別表第３ 

評価項目 
加入団体 加算対象工種 点数 

 区 分 

安全

対策 

緊急災害時

への対応 

(一社)千葉県建設業協会 土木一式・建築一式 ２５点 

(一社)千葉県電業協会 電気 ２０点 

(一社)千葉県上下水道ｲﾝﾌﾗ整備協会 管 ２０点 

（一社）千葉県造園緑化協会 造園 ２０点 

（一社）千葉県空調衛生工事業協会 管 ２０点 

(一社)千葉県塗装工業会 塗装 ２０点 

研修状況等 

(一社)千葉県建設業協会 土木一式・建築一式 １０点 

(一社)千葉県電業協会 電気 １０点 

(一社)千葉県空調衛生工事業協会 管 １０点 

(一社)千葉県塗装工業会 塗装 １０点 

(一社)千葉県造園緑化協会 造園 １０点 

(一社)千葉県道路舗装協会 舗装 １０点 

(一社)千葉県鳶工業会 とび・土工 １０点 

(一社)千葉県上下水道ｲﾝﾌﾗ整備協会 管 １０点 

研修状況 建設業労働災害防止協会 全業種 １０点 

 

別表第４ 

 種別 点数 

ＩＳＯ１４００１ ３点 

エコアクション２１ ２点 

 

別表第５ 

合併等時期 点数 

３年以内 ３０点 

４～５年以内 １５点 

 

 

 

 

 

 



別表第６ 

評価項目 
評価内容 点数 

 種 別 

担い手 

確保 

新規卒業者の 

雇用 

別に定める基準日の前２年間に学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）に規定する学校又は専修学校を卒業した

者を当該基準日までに常勤の従業員として採用し、かつ

入札参加資格審査申請日現在において継続して雇用し

ている場合 

１人につき 

１０点 

子育てサポート 

別に定める基準日までに次世代育成支援対策推進法

（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代育成法」とい

う。）第１３条又は第１５条の２の規定による厚生労働大臣

（労働局長）の認定（「くるみん認定」、「プラチナくるみん

認定」又は「トライくるみん認定」）を受けている場合、又

は当該基準日において同法第１２条第４項の規定による

一般事業主行動計画の届出義務がない者であって、当

該基準日までに当該計画を届出している場合 

５点 

女性活躍推進 

別に定める基準日までに女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女

性活躍推進法」という。）第９条又は第１２条の規定による

厚生労働大臣（労働局長）の認定（「えるぼし認定」又は

「プラチナえるぼし認定」）を受けている場合、又は当該

基準日において同法第８条第７項の規定による一般事

業主行動計画の届出義務がない者であって、当該基準

日までに当該計画を届出している場合 

５点 

若者の雇用管理 

別に定める基準日までに青少年の雇用の促進等に関す

る法律（昭和４５年法律第９８号）第１５条の規定による厚

生労働大臣（労働局長）の認定（「ユースエール認定」）

を受けている場合 

５点 

協力雇用主登録 
別に定める基準日までに保護観察所に協力雇用主とし

て登録されている場合 
５点 

  



別表第７ 

（一式工事） 

等級 土  木  一  式 建  築  一  式 

Ａ １１３０点以上 １１１０点以上 

Ｂ  ８２０点以上  １１２９点以下  ９００点以上  １１０９点以下 

Ｃ  ７３０点以上   ８１９点以下  ７７０点以上   ８９９点以下 

Ｄ            ７２９点以下            ７６９点以下 

 

（専門工事） 

等級 舗 装 工 事 電 気 工 事 管  工  事 その他工事 

Ａ ８６０点以上 ９２０点以上 ８４０点以上 ８４０点以上 

Ｂ 
６５０点以上 

      ８５９点以下 

８１０点以上 

      ９１９点以下 

７３０点以上 

      ８３９点以下 

７３０点以上 

      ８３９点以下 

Ｃ       ６４９点以下       ８０９点以下       ７２９点以下       ７２９点以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考） 

○ 平成１５年８月１日から平成１６年７月３１日までの格付 

（１）第３条に定める基準日(申請書類の審査基準日) 

平成１５年５月７日 

（ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

（２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

     平成１５年４月１日 

○ 平成１６年８月１日から平成１７年７月３１日までの格付 

（１）第３条に定める基準日(申請書類の審査基準日) 

平成１６年６月１日 

（ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月 1 日） 

（２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

     平成１６年４月１日 

○ 平成１６年１１月１日から平成１７年１０月３１日までの格付（経常ＪＶ） 

（１）第３条に定める基準日(申請書類の審査基準日) 

平成１６年 10 月１日 

（ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

○ 平成１７年８月１日から平成１８年７月３１日までの格付 

（１）第３条に定める基準日(申請書類の審査基準日) 

平成１７年６月１日 

（ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

（２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

     平成１７年４月１日 

○ 平成１７年１１月１日から平成１８年１０月３１日までの格付（経常ＪＶ） 

（１）第３条に定める基準日(申請書類の審査基準日) 

平成１７年 10 月１日 

（ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

○ 平成１８年８月１日から平成１９年７月３１日までの格付 

（１）第３条に定める基準日(申請書類の審査基準日) 

平成１８年６月１日 

（ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

（２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

     平成１８年４月１日 

○ 平成１８年１１月１日から平成１９年１０月３１日までの格付（経常ＪＶ） 

（１）第３条に定める基準日(申請書類の審査基準日) 



平成１８年１０月１日 

（ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

 ○ 平成１９年８月１日から平成２０年７月３１日までの格付 

  （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

     平成１９年６月１日 

     （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

  （２）第５条（１）アに定得る基準日（工事成績の算定基準日） 

     平成１９年４月１日 

 ○ 平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの格付（経常ＪＶ） 

  （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

     平成１９年１０月１日 

     （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

 ○ 平成２０年８月１日から平成２１年３月３１日までの格付 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

      平成２０年４月１日 

   （２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

      平成２０年４月１日 

  ○ 平成２０年１１月１日から平成２１年６月３０日までの格付（経常ＪＶ） 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

  ○ 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの格付 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

      平成２１年２月１日 

      （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日）   

   （２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

      平成２０年４月１日 

   （３）第５条（６）に定める基準日（優良工事表彰の審査基準日） 

      平成２１年４月１日 

   （４）第５条（７）に定める基準日（企業連携の審査基準日） 

      平成２１年２月１日 

○ 平成２１年７月１日から平成２２年６月３０日までの格付（経常ＪＶ） 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

平成２１年６月１日 

     （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

○ 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの格付 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 



      平成２２年２月１日 

      （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日）   

   （２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

      平成２１年４月１日 

   （３）第５条（６）に定める基準日（優良工事表彰の審査基準日） 

      平成２２年４月１日 

   （４）第５条（７）に定める基準日（企業連携の審査基準日） 

      平成２２年２月１日 

○ 平成２２年７月１日から平成２３年６月３０日までの格付（経常ＪＶ） 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

平成２２年６月１日 

     （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

○ 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの格付 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

      平成２３年２月１日 

      （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日）   

   （２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

      平成２２年４月１日 

   （３）第５条（６）に定める基準日（優良工事表彰の審査基準日） 

      平成２３年４月１日 

   （４）第５条（７）に定める基準日（企業連携の審査基準日） 

      平成２３年２月１日 

○ 平成２３年７月１日から平成２４年３月３１日までの格付（経常ＪＶ） 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

平成２３年６月１日 

     （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

○ 平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの格付 

   （１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

      平成２４年１月１日 

      （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

   （２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

      平成２３年４月１日 

   （３）第５条（７）に定める基準日（優良工事表彰の審査基準日） 

      平成２４年４月１日 

   （４）第５条（８）に定める基準日（企業連携の審査基準日） 



     平成２４年１月１日 

○ 平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日までの格付 

（１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

平成２６年１月１日 

 （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

（２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

平成２５年４月１日 

（３）第５条（７）に定める基準日（優良工事表彰の審査基準日） 

平成２６年４月１日 

（４）第５条（８）に定める基準日（企業連携の審査基準日） 

平成２６年１月１日 

○ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの格付 

（１）第３条に定める基準日（申請書類の審査基準日） 

平成２８年１月１日 

 （ただし、入札参加随時受付分については当該受付を行った日の翌月１日） 

（２）第５条（１）アに定める基準日（工事成績の算定基準日） 

平成２７年４月１日 

（３）第５条（７）に定める基準日（優良工事表彰の審査基準日） 

平成２８年４月１日 

（４）第５条（８）に定める基準日（企業連携の審査基準日） 

平成２８年１月１日 

   （５）第５条（９）に定める基準日（新規卒業者の雇用の審査基準日） 

平成２７年９月１日 

 


